
 

 

ご登録した電話・ファクス番号に、避難情報を発信します。 

  

大規模災害時に区が発信する「高齢者等避難（警戒レベル３）」、「避難指示（警

戒レベル４）」、「緊急安全確保（警戒レベル５）」の避難情報 

 

○  受付窓口 

 区役所５階危機管理課または２階福祉総合窓口 
 もしくは、下記郵送先まで申請書を郵送してください。 

 

○ 申請に必要な書類 

災害情報伝達システム登録申込書 
 

○ 利用条件・注意事項 

・本サービスで伝達する情報は、大規模災害時に区が発信する「高齢者等避難（警戒レベル

３）」、「避難指示（警戒レベル４）」、「緊急安全確保（警戒レベル５）」に関する情報に限り

ます。基本的に、防災行政無線（屋外に設置されたスピーカー）からの情報と同じです。 
・情報の伝達には電話回線から、各世帯に順番で情報を発信するシステムを利用するため、電

話回線の切断や回線規制等により正常に発信できない場合（不達・遅延等）があります。そ

の際の損害に関して、飾区では一切責任を負いかねます。発信災害の発生またはその恐れ

がある場合は、テレビ、ラジオ、ホームページ等の他の手段による情報入手もお願いします。 
・ご登録いただきました電話・ファクス番号などの情報は、本発信サービス以外には使用いた

しません。また、ご登録いただいた情報は「個人情報の保護に関する法律」に基づき保護さ

れます。 
・本システムを利用した情報伝達訓練を年１回程度実施します。訓練結果により、ご登録いた

だいた電話・ファクス番号が不通の場合は、登録者に通知することなく発信を停止し、又は

登録を削除することがあります。ご登録の内容の変更や発信を停止する場合は、問い合わせ

先まで必ずご連絡ください。 
 

 

区が発信する情報 

【問い合わせ・郵送先】 
飾区地域振興部危機管理課計画係 〒124-8555 飾区立石５－１３－１ 
電  話：０３（５６５４）８５７２ ファクス：０３（５６９８）１５０３ 

 

資料４ 


